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令和７年第５回伊勢崎市議会定例会提出予定議案（概要） 

種  別 件    名 件 数 

専決処分 財 政 関 係 令和７年度伊勢崎市小型自動車競走事業費特別会計補正

予算（第１号）の専決処分の承認について 

１ 

計 １ 

条例関係 一 部 改 正 伊勢崎市部設置条例等の一部を改正する条例案 

ほか１１件 

１２ 

計 １２ 

財政関係 補 正 予 算 令和７年度伊勢崎市一般会計補正予算（第６号） 

ほか４件 

５ 

計 ５ 

そ の 他 

 

 

 

一部事務組合 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につ

いて 

ほか１件 

２ 

指定管理者 公の施設の指定管理者の指定について １ 

市 道 路 線 市道路線の廃止について 

ほか１件 

２ 

財産の処分 学習者用タブレット端末の処分について １ 

計 ６ 

合  計 ２４ 

※ 報 告 

第２５号 市営住宅の管理上必要な訴え（和解を含む）の提起についての専決処分の報告

について 

第２６号 市営住宅の管理上必要な訴え（和解を含む）の提起についての専決処分の報告

について 

第２７号 市営住宅の管理上必要な訴え（和解を含む）の提起についての専決処分の報告

について 
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第２８号 伊勢崎オートレース場選手宿舎新築給排水衛生設備工事（債務負担行為）請負

変更契約締結の専決処分の報告について 

第２９号 伊勢崎オートレース場選手宿舎新築工事（債務負担行為）請負変更契約締結の

専決処分の報告について 

第３０号 伊勢崎オートレース場選手宿舎新築電気設備工事（債務負担行為）請負変更契

約締結の専決処分の報告について 
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令和７年第５回伊勢崎市議会定例会提出予定議案（内容説明） 

種別 番号 件  名 内  容 主管課名 

専決処分 １０７ 令和７年度伊勢崎市小型

自動車競走事業費特別会

計補正予算（第１号）の

専決処分の承認について 

※歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ 101,000 千円を追加し、総額

をそれぞれ26,286,717千円とし

たもの 

財政課 

 

 

 

条例関係 １０８ 伊勢崎市部設置条例等の

一部を改正する条例案 

機構改正を実施することに伴

い、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係（伊勢崎市部設

置条例の一部改正） 

ア 市長戦略部を設置し、分

掌する事務を定めるもの 

イ 秘書課において分掌して

いる事務を総務部から市長

戦略部に移管するもの 

ウ 企画調整課において分掌

している市政の総合企画及

び調整に関する事項を市政

の経営企画に関する事項に

改めるもの 

エ 広報課において分掌して

いる事務にシティプロモー

ションに関する事項を加え

るもの 

⑵ 第２条関係（伊勢崎市総合

計画審議会条例の一部改正） 

企画調整課を経営企画課に

改めるもの 

⑶ 第３条関係（伊勢崎市国民

保護協議会条例の一部改正） 

委員の定数を改めるもの 

事務管理

課 

１０９ 伊勢崎市手数料条例の一

部を改正する条例案 

建築基準法施行令の一部を改

正する政令による建築基準法施

行令の一部改正に伴い、改正の

必要を認めたもの 

【概要】 

引用する項ずれを改めるもの 

建築指導

課 



4 

 

１１０ 伊勢崎市土砂等の埋立て

等の規制に関する条例の

一部を改正する条例案 

宅地造成及び特定盛土等規制

法が施行されたことによる重複

する規制の整理等を行うことに

伴い、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 宅地造成及び特定盛土等規

制法の規制と重複する規定を

削るもの 

⑵ 土砂等の埋立等を行う場合

の許可に係る手続を届出に改

めるもの 

⑶ 罰則の適用基準を見直すも

の 

環境政策

課 

１１１ 伊勢崎市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一

部を改正する条例案 

児童福祉法等の一部を改正す

る法律の施行に伴うこども家庭

庁関係内閣府令の整備等に関す

る内閣府令及び児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する内閣府令による

家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴

い、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 乳幼児健康診査が行われた

場合に、家庭的保育事業者等

は健康診断の全部又は一部を

行わなくてよいとする規定を

加えるもの 

⑵ 規定の整備を図るもの 

こども保

育課 

１１２ 伊勢崎市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準

を定める条例及び伊勢崎

市乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を

改正する条例案 

 児童福祉法等の一部を改正す

る法律の施行に伴うこども家庭

庁関係内閣府令の整備等に関す

る内閣府令による特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準及び

乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準の一部改正に

伴い改正の必要を認め、併せて

条文の整備を図るもの 

【概要】 

こども保

育課 
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⑴ 第１条関係（伊勢崎市特定

教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基

準を定める条例） 

ア 入園児虐待の防止に係る

規定が創設されたことに伴

い、入園児虐待の定義を引

用する規定を加えるもの 

イ 規定の整備を図るもの 

⑵ 第２条関係（伊勢崎市乳児

等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例

） 

ア 規定の整備を図るもの 

イ その他条文の整備を図る

もの 

１１３ 伊勢崎市都市計画法に基

づく開発許可等の基準に

関する条例の一部を改正

する条例案 

 都市計画法第３４条第１１号

の規定により条例で指定する土

地の区域等の要件の見直しに伴

い、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 条例で指定する土地の区域

等に係る要件について、市長

が指定する土地の区域内にあ

ることとする規定を加えるも

の 

⑵ 市長が指定する土地の区域

について、あらかじめ伊勢崎

市都市計画審議会の意見を聴

くこととする規定を加えるも

の  

都市計画

課 

１１４ 伊勢崎市水道料金等審議

会条例の一部を改正する

条例案 

 組織の見直しを図ることに伴

い、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

 委員から伊勢崎市くらしの会

を代表する者を削り、群馬伊勢

崎商工会を代表する者を加える

もの 

上下水道

局総務課 

１２５ 伊勢崎市一般職の職員の

給与に関する条例の一部

人事院勧告及び群馬県人事委

員会勧告を踏まえ、改正の必要

職員課 
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を改正する条例案 を認めたもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係 

 ア 令和７年１２月に支給す

る期末手当及び勤勉手当の

支給月数をそれぞれ年間

０．０２５月分引き上げる

もの 

 イ 給料表の改定を行うもの 

ウ 通勤手当及び宿日直手当

の額を引き上げるもの 

⑵ 第２条関係 

令和８年６月以降に支給す

る期末手当及び勤勉手当の支

給月数を改正するもの 

１２６ 伊勢崎市議会の議員の議

員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正

する条例案 

伊勢崎市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正に準

じ、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係 

令和７年１２月に支給する

期末手当の支給月数を年間

０．０５月分引き上げるもの 

⑵ 第２条関係 

令和８年６月以降に支給す

る期末手当の支給月数を改正

するもの 

職員課 

１２７ 伊勢崎市特別職の職員の

給与等に関する条例の一

部を改正する条例案 

伊勢崎市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正に準

じ、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係 

令和７年１２月に支給する

期末手当の支給月数を年間

０．０５月分引き上げるもの 

⑵ 第２条関係 

令和８年６月以降に支給す

る期末手当の支給月数を改正

するもの 

職員課 

１２８ 伊勢崎市会計年度任用職 伊勢崎市一般職の職員の給与 職員課 
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員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正

する条例案 

に関する条例の一部改正に準

じ、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係 

令和７年１２月に支給する

期末手当の支給月数を年間

０．０２５月分引き上げるも

の 

⑵ 第２条関係 

令和８年６月以降に支給す

る期末手当の支給月数を改正

するもの 

１２９ 伊勢崎市病院事業管理者

の給与等に関する条例の

一部を改正する条例案 

伊勢崎市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正に準

じ、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係 

令和７年１２月に支給する

期末手当の支給月数を年間

０．０５月分引き上げるもの 

⑵ 第２条関係 

令和８年６月以降に支給す

る期末手当の支給月数を改正

するもの 

経営企画

部総務課 

補正予算 １１５ 令和７年度伊勢崎市一般

会計補正予算（第６号） 

※歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ 1,070,849 千円を追加し、総

額をそれぞれ95,694,955千円と

するもの 

※債務負担行為を補正するもの 

※地方債を補正するもの 

財政課 

１１６ 令和７年度伊勢崎市水道

事業会計補正予算（第１

号） 

※債務負担行為を補正するもの 財政課 

１１７ 令和７年度伊勢崎市公共

下水道事業会計補正予算

（第１号） 

※債務負担行為を定めるもの 財政課 

１１８ 令和７年度伊勢崎市農業

集落排水事業会計補正予

算（第１号） 

※債務負担行為を定めるもの 財政課 
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１１９ 令和７年度伊勢崎市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

※債務負担行為を定めるもの 財政課 

その他 １２０ 群馬県市町村総合事務組

合の規約変更に関する協

議について 

太田市外三町広域清掃組合の

名称を変更すること及び災害弔

慰金の支給等に関する事務の共

同処理を取りやめることに伴

い、変更の協議を行うもの 

消防本部 

総務課 

１２１ 群馬県市町村総合事務組

合の災害弔慰金の支給等

に関する事務に係る共同

処理の取りやめに伴う財

産処分に関する協議につ

いて 

災害弔慰金の支給等に関する

事務の共同処理を取りやめるこ

とに伴い、財産処分の協議を行

うもの 

消防本部 

総務課 

１２２ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせる

施設 

 伊勢崎市臨海学校 

※指定管理者に指定するもの 

 東京都中野区東中野三丁目１

８番１２号 

 株式会社日本水泳振興会 

 代表取締役 坂 元   要 

※指定する期間 

令和８年４月１日から令和１

３年３月３１日まで 

教育施設

課 

１２３ 市道路線の廃止について  ７路線 道路管理

課 

１２４ 市道路線の認定について  ９路線 道路管理

課 

１３０ 学習者用タブレット端末

の処分について 

※契約方法 

 随意契約 

※処分物品の名称 

 学習者用タブレット端末 

※処分物品の数量 

 １１，９３３台（内訳 小学

校１１，８１２台、中学校１

２１台） 

※売払予定価格 

教育施設

課 
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 110,888,800円 

※契約の相手方 

 埼玉県児玉郡神川町大字八日

市５４５番地１ 

株式会社萬年 

代表取締役 望 月 雄 太 

 




